
 
 
 
 
 
   

         

 

 

 
 
 

 
    
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育だより 

令和４年 

 

 

タウンホールとみか・郷土資料館 休館日（ 印休館日）

       
       
   
       
       
   

富加町教育委員会 54-2177・タウンホールとみか 54-2112・海洋センター 54-2886・郷土資料館 54-1443 

４月 

日 月 火 水 木 金 土 

     １ ２ 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

５月 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

６月 

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

友愛ブレンド学級閉級式 
      

 
 

  乳幼児家庭教育学級閉級式 
 

久しぶりに皆さんの元気な顔が揃い、３年ぶりに

閉級式を行うことができました。 

活動の振り返りでは、スライドショーで令和元年

度・2 年度・3 年度に行った研修旅行やこども園訪

問の懐かしい写真を見ました。元の生活に戻れる日

を願いつつ、来年度の計画を立てました。 

たまご教室 

令和 4 年度 友愛ブレンド学級 

日 時   令和 4 年 5 月 20 日（金） 

       午前 10:00～11:30 

場 所   タウンホールとみか 小ホール 

講 演   「とみかの歴史遺産 パート 2」 

講 師   富加町文化財専門官 島田 崇正氏 

対 象   ブレンド学級の開級式ですが、町民の方ならど

なたでも参加できます。   

＊会場の定員がありますので申し込みが必要です。 

申し込み締め切り    5 月 6 日（金） 

お 問 合 せ      教育委員会 ☎54-2177 國枝 

小さいひよこ教室 

出席カードにシール
を貼って思い出カード
が完成。支援センター
の先生方のペープサー
トも楽しかったね。 

今回はママ同士の
交流の時間も持つこ
とができ、楽しいひと
ときを過ごすことが
できました。 

楽しいエプロンシアター。みんなとっても
上手に聞くことができました。 

アイスブレイクでは「最近もう無理～って
思ったこと」をみんなでトーク！とっても盛
り上がりました。 

 

同 級 生 の

ママ達と親

しくなるチ

ャンスです。 

支 援 セ ン

ターの親子

教室・乳幼児

学級に参加

しましょう。 

 

粥川教育長挨拶 

乳幼児家庭学級閉級式 
      

 
 

  

開級式の

お知らせ 



 



 

 
 

～ とみかの子どもたちのために みんなで かんがえよう ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
春ですね～別れと出会いの季節～ 

日が暮れるのが遅くなり、ずいぶん日が長くなりました。風や日差し・・・随所に春の訪れを感じます。 

うれしいような、寂しいような、、、卒業、進級・進学などによる別れの時でもあります。 

 

２月２２日富加小学校では、５年生の企画・運営で「６年生ありがとうの会」が教室と教室を Web で

つないで行われました。クラス以外の単位で集まることが難しい状況ですが、一人一台端末や校内のネ

ットワークを上手に生かして、全校児童が参加できるやり方で実施されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども園では、３月２８日の卒園に向けて、園での思い出作りをしたり、小学生になる準備をしたりし

ています。ドッジボールの後に聞いてみると「逃げまくる作戦で、ずっと逃げた！」「１人当てた！」な

ど、それぞれが「自分はこうしよう！」とめあてや見通しをもって活動していたのが分かりました。みん

なでやる活動の中でも、ひとりひとりが生き生きしていたことに納得しました。 

 

３月８日には双葉中学校で卒業式が行われました。 

私はこの３年間、タウンホール横の横断歩道で安全の見守りのお手 

伝いをしているので、毎朝出会う子がいます。その中で心に残ってい 

る２人がいます。３年間、毎日、いつも楽しそうに話をしながら学校 

に向かっていた２人が、双葉中学校に通う最後の日、卒業の日もいつ 

ものように仲良く歩いて登校する姿を見て、仲間と充実した毎日を送 

ったんだなと、見送っているだけで、なんだかうれしくなりました。 

 

コロナ禍で、多くの行事の規模の縮小や時間の短縮が余儀なくされ 

ました。運動会などの「その時でしかできないこと」や、修学旅行などの「発達段階のその時期に経験さ

せたいこと」といった行事の中で養われる力があります。「卒園・卒業」は、周りの人に感謝したり、自

分自身や家族など周りにいる人が成長を実感したりする大切な行事です。コロナ禍であっても、子ども

達に大切な学びを与えていただいている園や学校に感謝いたします。また、子ども達の成長をあたたか

く見守ってくださっている、地域のみなさまにも心から感謝いたします。 

送られる６年生の教室 

４年生からのメッセージ 

ドッジボール遊び 
卒園式の歌の練習 

司会進行・プログラム 



富加町夕田212 TEL・FAX 54-1443 

午前 ９ 時～午後 ４ 時、休館日：月曜・祝日の翌

日・月曜が祝日の場合はその翌日休館 

 

 

 

学生時代の歴史や日本史の授業を覚えていますか？大人になった今、もう一度日本史を学んで

みませんか？資料館では４月から「日本史通読講座」として月１回ずつ授業形式で学習会を開催

したいと思います。 

この「日本史通読講座」では資料を用いながら日本の歴史を時代順に読み進めていきたいと思

います。できれば連続して受講していただくことをお薦めしますが、テーマを前月のマイタウン

に掲載しますので、お好きなテーマの際に申し込みいただいても構いません。通史を学ぶことは

時間を要しますが、様々な歴史資料や歴史的な出来事を深く知るための基礎体力となります。ま

た学習する時代ごとの富加町の関連資料についても少し紹介をしながら進めたいと思います。富

加町の歴史についても考える機会にしたいと思います。 

講師は学芸員がつとめますが、少人数で一緒に学ぶ楽しい講座にしたいと思います。 
 

■第１回「日本文化のあけぼの」 

◆内  容：旧石器時代～縄文時代をとりあげます。 

      富加町での出土品に実際に触れながら学習したいと思います。 

◆開催日時：４月１６日（土）１０時～ [45分程度] 

◆定  員：１０名 

◆受 講 料：２００円（当日に持参してください） 

◆場  所：富加町郷土資料館 研修室 

◆参加資格：特にありません。 

◆申込方法：資料館へ 電話(0574)54 －1443  にてお申込みください。 
 
 

 

◆「勾玉づくり」 

◆開 催 日：４月２９日（祝）①１０時～ ②１３時～  

◆所要時間：１時間３０分 

◆申し込み方法：資料館へ電話(0574)54 －1443  にてお申込みください 

◆定  員：各時間で５名までとします 

◆材 料 費：３００円（当日に持参してください） 

◆場  所：富加町郷土資料館 研修室 
          

富加町郷土資料館・文化財ニュース 

日 本 史 通 読 講 座 の ご 案 内 

ＧＷ子ども歴史ワークショップ 

※講座・ワークショップとも感染症の拡大状況によって変更・中止をする場合もありますのでご了承ください。  
 



 

 

富加町Ｂ＆Ｇ海洋センター 
 

TEL：54-2886 ／ FAX：54-2928 

 
mail：tomika-bg@town.tomika.gifu.jp 
 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

■スポーツ安全保険のご案内！ 
スポーツ安全保険とは、4名以上で構成される団体（加入者）を対象に、活動中のケガ等の補

償を行う保険です。自治会での活動やスポーツ活動、ボランティア活動中のケガ等に備えて加

入されることをおすすめいたします。 

例年、各団体ごとに加入依頼書での加入手続きを行っていただいておりましたが、スポーツ

安全協会より、令和4年度に改訂を行い、令和5年度より加入依頼書を廃止し「スポ安ねっと」

でのWEB加入に一本化するとの通知がありました。これにより、事故の通知につきましてはハガ

キでの通知からネットでの通知となり、過去の履歴もご確認いただけるようになります。掛金

の支払いにつきましては、指定の金融機関での振込み支払いからコンビニエンスストアでの現

金払い又は金融機関でのpay-easy払いへ移行され、365日24時間いつでも支払いが可能となりま

す。 

この改訂に伴い例年、富加町B&G海洋センターにて加入依頼書を各団体に配布し、加入手続き

を進めていただいておりましたが、令和4和年度の加入手続きより各団体ごとにWEB加入での手

続きを進めていただきますようお願いいたします。なお、令和4年度より富加町B&G海洋センタ

ーでの加入依頼書の配布は行いませんのでご理解ください。 

 

◆補 償 対 象：自治会でのスポーツ・文化・ボランティア活動等 

◆保険料・補償額：年齢や活動内容によって異なります。 

保険加入区分 

※4月 1日現在の年齢 

掛金 

（年額） 

傷 害 保 険（保険金額） 賠償責任保険 

支払限度額 死亡・後遺障害(最高) 入 院 通 院 

Ａ１＝中学生以下 800円 
死  亡 2,000万円 

後遺障害 3,000万円 

1日 

 4,000円 

1日 

 1,500円 

 

 

対人・対物賠償 

合算 

1事故 5億円 

身体賠償 

1事故 1億円 

※免責なし 

Ｂ ＝65 歳以上 1,200円 
死  亡   600 万円 

後遺障害  900万円 

1日 

 1,800円 

1日 

 1,000円 

Ｃ ＝高校生以上 

64 歳以下 
1,850円 

死  亡 2,000万円 

後遺障害 3,000万円 

1日 

 4,000円 

1日 

 1,500円 

Ａ２＝高校生以上 

※スポーツ活動以外 
800円 

死  亡 2,000万円 

後遺障害 3,000万円 

1日 

 4,000円 

1日 

 1,500円 

Ｄ ＝全年齢 

※危険度の高い 

スポーツ活動 

11,000円 
死  亡   500 万円 

後遺障害   750 万円 

1日 

  1,800円 

1日 

1,000 円 

共済見舞金 突然死（急性心不全、脳内出血）による死亡 180万円 

 
◆保 険 会 社：公益財団法人スポーツ安全協会 

◆申 込 方 法：ＷＥＢ加入「スポ安ネット」での加入手続きをお願いします。 

         当初加入人数 4名以上で加入してください。 

◆協会ホームページ：https://www.sportsanzen.org 

◆スポ安ネット：https://www.spokyo.jp/spoannet.html 

 

 

スポーツ 

コーナー 

https://www.spokyo.jp/spoannet.html


 

■MT 夢クラブ２１ 大会結果！ 
令和 4年 2月 20日（日）に「ＪＫＪＯ中部地区空手道交流試合」が可児市錬成館にて開催さ

れました。 

 富加町で活動するＭＴ夢クラブ２１加入団体の煉

武館から富加小学校 4年生の足立皓仁さんと 2年生

の小森脩平さんが初級クラスにて入賞しました。 

  

◆大会結果 

初級クラス 準優勝  4年生 足立 皓仁 さん 

初級クラス ３ 位  2年生 小森 脩平 さん 

 

今後の活躍が一層期待されます。 

 

■令和４年度 施設利用団体登録をお忘れなく！ 
富加町教育委員会では現在、令和４年度の団体登録の受け付けを行っています。この団体登

録は富加町の社会体育施設を団体で利用する際に必要となり、登録がされていない場合は社会

体育施設を利用するができません。令和４年度に社会体育施設の利用を予定されている団体は

必ず「利用団体登録用紙」に必要事項を記入し、海洋センター窓口にて登録を行ってください

。「利用団体登録用紙」は富加町のホームページからもダウンロード可能ですのでご利用くだ

さい。 

 また、社会体育施設を利用する際は下記の遵守事項を団体内での徹底をお願いします。 

 

【施設利用に伴う遵守事項】 
１．毎月の「施設利用申請」は、団体代表者の方が申請を行ってください。代理の方が申請を

行う場合も申請書には代表者の氏名、住所を記載してください。 

２．施設使用料は必ず納期限までに納めてください。 

３．施設利用の際は、使用許可証を必ず提出してください。使用許可証の提出が無い場合は施

設の利用ができません。 

４．施設利用後は必ず、使用報告書を提出してください。 

５．利用時間を遵守してください。夜間利用においては、鍵の返却時間が遅くならないようお

願いします。 

６．ゴミは必ず持ち帰ってください。 

７．社会体育施設敷地内は全面禁煙ですので喫煙はご遠慮ください。海洋センター利用の際は

所定の場所に喫煙所がありますので喫煙所をご利用ください。 

８．社会体育施設には学校施設も含まれていますので、学校備品等には触れないでください。 

９．使用後は後片付け（消毒、モップ・トンボかけ、戸締り、消灯）をしてください。 

10．「富加町社会体育施設利用再開における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」

を遵守した施設利用をお願いします。 

 

■社会体育施設の夜間利用再開 
 令和 3年 2月 1日（火）より岐阜県が「まん延防止等重点措置」の指定を受けたことに伴

い、富加町社会体育施設の夜間利用を停止しておりましたが、スポーツ施設に係る制限の一部

が緩和されたため、3月 7日（月）より夜間利用を再開することといたしました。施設をご利

用の際は「富加町社会体育施設利用再開における新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドライ

ン」を遵守し、感染防止対策を踏まえた施設利用及び活動にご協力ください。 
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